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は じ め に

本報告は，オーストラリア研究所の 2009年度～2010年度共同研究「クインズランド州の

観光産業の発展に関する研究（Present Situation of Tourism Industry in QLD）」の一環である．

本研究の予備調査として，2009年度に行った東南アジア（シンガポール，マレーシア）及

びオーストラリア・クインズランド州での短期実地調査をもとに，2010年 8月 27日，クイ

ンズランド大学において，英文による口頭報告 An Overview on Medical Tourism-Effect on

Asian Societies を行った．本稿はそれをもとに要約したが，同大学のセミナーでは報告時間

はごく限られており，実質的な討論もほとんど行われなかった．ここではあくまでも中間的

な報告にとどまっていることを，予め断っておかなければならない．

本稿では，研究表題とは少し異なるが，オーストラリアのクインズランド州のみに研究対

象を限定していない．より広く，オーストラリアと多面的な連関を持つアジア諸国・諸地域

における，新たな国際移動の一動態とみなされる，「観光産業」＝メディカル・ツーリズムの

課題について概観する．なお，医療研究や医療行政あるいは観光学が，筆者の主たる研究で

はない．研究関心は，あくまでもアジアにおける多元的な国際移動とその影響についてであ

り，その視点から若干の考察を加えたい．

キーワード：国際移動，メディカル・ツーリズム（Medical Tourism），医療観光，Global

Health Care，新ビジネス，オーストラリア，タイ，マレーシア，シンガポール，インド，

韓国，台湾，MT 4要件，移植ツーリズム，イスタンブール宣言

1．メディカル・ツーリズムとは

近年，メディカル・ツーリズムという用語が，観光・国家施策・地方行政・医療・教育・

外交などの諸分野で使用されることが多い．ここではまず，この用語の意味合いについてま
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とめておきたい．

Medical Tourism（以下，MT と略記）は，21世紀に入って急速に広まった概念であり，

また重要なことは，それが「新たな産業」の一業態となりつつあることだ．MT はいわゆる

「グローバル化」の一つの潮流となり，アジア新興国の発展を示す重要な指標となっている．

予め指摘しておくならば，MT は医療・経済・社会・文化などの諸側面で，必ずしもメリッ

トの側面だけが強調されるわけではなく，様々な「負の側面」も想定される．そのことはい

ずれ検証されるであろうが，まず，わが国を含めて，MT とはどのような呼称・概念で理解

されているのだろうか．

観光庁や経済産業省では，英語表記をそのまま直訳して「メディカル・ツーリズム」と表

記するか，あるいは「医療観光」としており，日本政策投資銀行（DBJ）の報告書では「医

療ツーリズム」と表記している．フジ虎ノ門健康増進センターの斉尾武郎医師は「メディカ

ル・ツーリズムとは何か」に言及する中で，この用語について，端的に以下のように指摘し

ている．

「患者さんが海外旅行をして滞在先の病院で治療を受けることを“medical tourism”（医療

観光）という．あるいは，この「観光」という言葉の物見遊山的なニュアンスを嫌って，

「付加価値のある」という意味で medical value travel と呼ぶよう求める向きもある」（斉尾武

郎「メディカル・ツーリズム－医療は国境を超える－」『Clin Eval』vol.33, 2006, p.455）

このように，旧来の「観光旅行」概念，つまり健康体の客が，食や景観や文化を楽しむ目

的での「観光」を主体とする「海外旅行」という概念ではなく，「診断，治療，健康維持・

管理」を第一義的な目的とする「海外で治療を受けるための旅行」である．その意味合いを

強調するために，Global Health Care あるいは Health Tourism という用語も最近では使われ

始めている．

このような用語・概念の一般化は，実はそれほど単純ではなく，受け入れ側（ホスト国・

地域）の行政・経済・社会・住民生活あるいは生命観・倫理・歴史風土と複雑な相関性を持

つ．そのことは，MT を求めている国・地域の受療者（クライアント）にとっても，問題の

内容や実態は異なるが，また同様に重要な問題となりつつある．

2．「新ビジネス」としてのメディカル・ツーリズム

MT は，旧来の観光旅行とは大きく異なると述べたが，もう少し具体的に指摘しておく．

第一に，自国民に対する医療・福祉・厚生を目的とする，行政施策としての「住民向け医

療事業」から，外国人を対象とする「国際的医療産業」への転化である．

MT を積極的に推進し，あるいは推進することを国策として取り組んでいる国・地域が増

大している．2008年の時点では，インドを筆頭に，シンガポール，タイ，マレーシア，台
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湾，韓国などアジアの新興発展国，あるいは，メキシコ，コスタリカ，ブラジル，南アフリ

カなどの南米・アフリカ諸国，そして先進国であるアメリカ，ドイツさらには日本など，世

界 50カ国・地域が参与している．特筆すべきは，アジアの中進国・新興諸国が積極的に市

場を開拓していることである．

第二に，医療サーヴィスの提供側が中進・新興発展国であるのに対して，医療サーヴィス

を受ける側のクライアントは，受療分野によっても当然異なるのだが，全般的には先進諸国

・地域の人々である．実際，MT の顧客は，2008年の時点では，世界全域でクライアント

総数は推計 600万人であるが，彼らは主として先進諸国の人々であり，そのうちアメリカが

50万人強，イギリスが 7万 5千人，オーストラリア，日本などであり，そのほかに中国や

ロシア，中東地域の富裕層が少数ながら含まれている．

市場規模は 2006年時点で，総額 600億ドル，2012年には，推計 1千億ドルにのぼると見

込まれている．市場としての医療産業の増大の背景には，後述するように，ホスト側の医療

技術・社会インフラの向上があるが，対して，クライアントとしての国・地域には，国際的

な規模での医療費負担の増大がある．

今日，世界規模で約 1兆ドルの医療負担が発生しているとみられる．先進諸国とりわけア

メリカでは，保健医療費の削減が政策の大きな焦点となっており，非医療保険者が 3200万

人にも上る．先進諸国の顧客が多い背景には，受療者個々人の医療負担だけに留まらず，国

家財政における負担の軽減を図る意図が見られる．

第三に，こうした国際的な状況の中で，MT は政府主導ないし政府が積極的に支援する

「国家プロジェクトとしての新産業」として取り組まれている点が顕著である．とりわけ，

アジアの中進・新興諸国における顕著な事例が，これまでの調査で明らかとなる．

日本政策投資銀行（DBJ）産業調査部，植村佳代氏作成の調査報告（「進む医療の国際化

－医療ツーリズムの動向－」2010年 5月〈今月のトピックス〉no.147−1（以下，「DBJ 報

告」と略記）は，メディカル・ツーリズムの現状と動向について，適切かつ詳細な資料を提

示している．本報告をもとに，MT を推進している主要諸国の施策を，以下のように要約す

る．

•タイ：政府観光庁による「医療ハブ構想」（2002年），ヴィザ発行手続きの簡素化政策

•シンガポール：保健省による「シンガポール医療」キャンペーン（2003年）

•マレーシア：医療目的の外国人滞在期間の延長

•フィリピン：観光局による医療目的の外国人受け入れ数目標を年間 10万人と設定．

•インド：財務大臣による宣言「国際保健目標（Global Health Destination）」の発表．

また，台湾では，中華民国行政院が 2007年より「メディカル・ツーリズム構想」を発表
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し，ヘルスケアサーヴィスを国際的に展開する政策を推進している．我が国においても，他

のアジア諸国に比して比較的遅い展開ではあるが，2010年より観光庁や経済産業省が医療

観光の事業に関する調査を開始している．中でも，2010年 3月に発表された，経済産業省

の「国際メディカルツーリズム調査事業 報告書」（野村総合研究所作成）は，全 9章 136

頁の詳細な事業調査報告であり，とりわけ，第 6章「海外ニーズ調査結果」では，シンガポ

ール，タイ，中国，ロシアにおける医療ツーリズムの取り組み事例を紹介し，今後の MT

の課題と方向性を分析する上で貴重な情報を提供している．

3．メディカル・ツーリズムの「先進」諸国

「MT 先進」諸国は，欧米の「経済先進」諸国よりも，むしろアジアの中進・新興国に多

いことについてさらに検討する．

先に引用した「DBJ 報告」では，図表 1「世界の医療ツーリズムの状況」に，主要 MT

国における医療分野，医療コスト及び医療（受療）人口のデータが，地図上に落とし込まれ

ている．この地図をもとに，アジア地域に限定して，主要な MT 先進国をクライアント数

の上位からリストアップすると，以下のようにまとめられる．

1．タイ：

受療者人口－140万人（2006年）→200万人（2010年目標）

主たる医療分野－心臓，ガン治療，整形外科，神経内科

医療コスト－アメリカの 20％

2．シンガポール：

受療者人口－57万人（2006年）→100万人（2010年目標）

主たる医療分野－ガン治療，心臓病，整形外科

医療コスト－アメリカの 35％

3．韓国：

受療者人口－100万人（2020年目標）

主たる医療分野－美容整形，ガン治療，人間ドック

医療コスト－不明

4．インド：

受療者人口－45万人（2007年）

主たる医療分野－心臓・肝臓移植，美容整形

医療コスト－アメリカの 20％
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5．マレーシア：

受療者人口－34万人（2007年）

主たる医療分野－美容整形，代替治療

医療コスト－アメリカの 25％

6．台湾：

受療者人口－（不明）

主たる医療分野－高度先進医療（生体肝移植，心臓手術など），人間ドック，美容

医療コスト－日本の約 3分の 1

受療者の治療分野によって，受療者数や医療コストは大きく異なるから，単純なコスト比

較は困難である．また，もっぱら民間の医療保険に依存しているアメリカや，国民健康保健

・保険が，ある程度普及しているアジアの国々における医療費，そして国民一人当たりの年

間総所得や「中間層」人口の総人口に占める比率など，比較基準の複合的な分析指標と分析

枠が必要となる．ここでは極めて単純化した相対比較をすれば，上記 MT 先進国における

医療コストは，おおむねアメリカ（あるいは日本）におけるそれの約 20～30％程度であろ

う．直接的な治療費以外に付随的に発生する旅費，滞在費，施療前後の諸経費などを含めた

としても，その総額はアメリカにおける総治療費の 50％を超えないものと考えられる．

また，先述の一覧から窺えることは，MT 諸国が得意とする医療分野では，美容・整形外

科が多く，次いでガン治療，さらには，心臓・肝臓移植など高度先進医学の分野が挙げられ

ている．

4．メディカル・ツーリズムの 4要件

MT 先進国が国際的な規模でクライアントを受け入れるには，一般に TCFL の 4要件を満

たすことが必要条件と考えられる．

第一には，医療技術（Medical Technology）である．

いわゆる先進諸国・地域のクライアントが求めるのは，在来医療分野か，先端医療分野か

を問わず，彼らの居住国・地域の医療水準同等かあるいはそれ以上である．この点について

は，MT 先進国の諸報告によれば，アメリカの国際的な病院（医療水準の品質認証機関 JCI

＝Joint Commission International）の評価を導入している．また，アメリカ・カナダの病院認

可基準 HA を導入する病院も増えている．因みに，タイ・シンガポール・韓国・インド・

マレーシア・台湾の各国は認証機関の受認数に多少はあるが，すべて JCI の評価を受けて

いる．つまりは，米国基準による国際的保証を得ているということになる．

第二には，医療費用（Medical Cost）である．
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この点については，すでに述べたように，医療コストの概略は推計されている．だが，現

状では各国・各医療機関での，医療費用に関する個別統計資料が公開されていないために，

具体的な分析は困難となる．

先に引用した「DBJ 報告」では，図表 7で「主要国の主な医療コスト比較」を行ってい

るが，それをもとに〈表 1〉で MT 諸国別及び医療分野別のコスト比較を行ってみる．

健診・検診分野では，相対的に医療コストは高く，アメリカのコスト基準に対する指数平

均は 49.0であるが，インドを除けば指数平均は 60.0であり，それでもアメリカの健診・検

診コストよりは低い．心臓弁膜手術や心臓バイパス手術といった高度な医療技術を要すると

考えられる分野でも，それぞれの指数は 17.0, 14.2に過ぎない．健診・検診を除く医療分野

での医療コストの指数平均は 23.6であり，アメリカの 3割にも満たない安さである．

また，国別に見ると，アメリカのコストを基準にして，韓国が 42.7と比較的高いが，イ

ンドはわずか 13.2，東南アジアのシンガポール，タイがほぼ同じ比率の 22.5, 22.3である．

総じて，アメリカの医療コストの 30％以下である．

第三に，医療設備（Medical Facilities）である．

MT には，その治療前後及び治療中に滞在する医療関係施設・設備の充実が求められる．

例えば，タイの場合には，MT 受療者の居住国別一覧（DBJ 報告図表 6）によれば，UAE

が 44％，オマーン及びカタールが 15％，ヨーロッパ 6％，日本 5％，その他アジア 12％，

北米 3％である．特にアラブ諸国からの MT を重視しているが，その実例は福岡県バンコ

ク事務所の報告（「タイのメディカルツーリズムの現状と今後の展望について」2009）に示

されている．東南アジア最大の私立病院バンコク病院は 700名の医師，650名の看護師，1000

名の職員，アラビア語，日本語，ミャンマー語など 15カ国言語対応の通訳 70～80名を擁し

ている．その人的規模だけでなく，アラブ人専用の受付窓口，アラブ 6か国の通貨両替の可

能な院内銀行など，多様なアメニティに注力している．筆者が携わった県立看護大学の設立

表 1 MT 諸国別及び医療分野別コスト比較

治療名 米国
（千ドル）

米国＝100とした指数

米国 日本 韓国 タイ シンガポール インド 治療別指数平均

心臓弁膜手術 170 100 25 21 13 8 1 17.0

心臓バイパス手術 144 100 22 17 17 9 6 14.2

人工股関節置換手術 80 100 43 33 28 22 16 28.4

膝代替手術 50 100 21 36 24 22 14 23.4

子宮摘出手術 15 100 18 60 33 27 37 35.0

健診・検診 1 100 85 89 19 47 5 49.0

各国別指数平均 100 35.7 42.7 22.3 22.5 13.2
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及び国際交流協定締結のために訪れたバンコクの国立マヒドン医科大学では，病棟の最上階

は 3, 4室続きのスイートルームであり，国内要人のみならず外国人 MT 利用者の特別室で

あった．そうした VIP 室は，我が国国立大学の病院とは比較にならないほどの設備であり，

高級ホテルとかわらない清潔さと快適さを強調している．

第四に，医療言語（Medical Languages）である．

英語文化圏の MT クライアントを誘致するには，英語の使用が大きな誘引条件となる．

先の「DBJ 報告」の資料によれば，MT 利用者の居住地域別渡航先及び渡航理由につい

て，オセアニアからアジアへ（99％），北米からアジアへ（45％）の渡航比率が高く，その

主たる理由が「低コストの医療」である．この報告資料からは他の渡航理由は窺えないが，

おそらくは医療言語が英語であることも安心要因の一つではないかと推測しうる．

インド・東南アジア・東アジアを問わず，MT 先進諸国の医療施設では，おおむね，国際

「共通」語の英語を基本的な医療言語としている．それはタイ・マレーシア・シンガポール

などの医療関係者の多くが，欧米で医療教育を受け，英語を医療教育のメディアとしている

という教育環境も重要な要素ではあろう．ただ，非英語圏の受療者ましてや微妙な意思疎通

を必要とする患者の場合には，母国語でも時に困難な，双方向の「説明と同意（Informed and

Consent）」をどのように的確に確認するのかが求められる．このことは，院内での医療行為

にかかわる直接的なメディアとしての英語の問題だけではない．

MT 諸国では，医療・看護・介護さらにその周辺の社会・文化インフラとして，英語をメ

ディアとする国際的なコミュニケーションを推進している点にある．そのことが，欧米諸国

のみならず，他のアジア諸国・地域からの MT クライアントをも誘致する要因となってい

るようである．

今後は，英語のみならず，多様な民族・国・地域のクライアントに対応した文化・言語・

宗教慣習・食慣行など，多言語・多元文化の専門家たる医療コーディネーター，医療通訳者

が求められることになる．しかし，この領域に関する具体的かつ個別的な報告や資料は極め

て少なく，先のバンコク事務所の報告では，今後の課題として言及されているが，DBJ 報

告やその他のシンクタンク報告などでは，経済的側面でのメリットは伝えるが，間接的ある

いは社会文化インフラの問題に関する分析は少ない．

上記 1～4では，メディカル・ツーリズムについて主としてその経済的な側面について，

マクロ的に考察してきた．では，この新ビジネスが受け入れ国・地域の人々に対して，一体

どのような影響を及ぼすのだろうか．これまで得られた情報は断片的であるが，それらをも

とに，現在生じている問題及び今後派生するであろう課題について，個別事例として指摘し

ておきたい．
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5．メディカル・ツーリズムとメディカル・ディバイド

第 4項の〈表 1〉では，メディカル・ツーリズム先進国での主たる医療分野には，臓器移

植は含まれていない．しかし，現実には，合法，「非合法」を問わず，インド・東南アジア

における臓器移植受療のための「移植ツーリズム」は増大しつつあると考えられる．

以下には，当面入手しうる公開情報を引用して，「移植ツーリズム」に伴う，現地国・社

会での問題を指摘するにとどめたい．

日本臓器移植ネットワークでは，移植を切望する患者および関係者に向けて，インターネ

ットによる公開情報 Digital Transplant を提供している．その第 16号では，香港，マレーシ

ア，ベトナム，タイ，フィリピン及びオセアニアのニュージーランドとオーストラリアの臓

器移植事情について，ごく簡略に現状を伝えている．それらの情報のうち，タイとマレーシ

アについて，以下に全文を引用しておく．

5−1．タイにおける臓器移植の現状（Digital Transplant vol.16.）

「〈タイ－移植に関する正しい知識の普及と啓発がカギ〉

タイにおける腎臓移植は 72年 3月 3日に始まり，その後心臓・肝臓移植が 87年，肺・心

肺同時移植が 89年に始められました．現在，26の腎臓移植センターが腎臓移植を行ってお

り，心臓移植は 6施設，肝臓移植は 4施設，肺移植は 2施設で行われています．また，タイ

の日本赤十字が，国内の臓器斡旋組織として臓器提供センターを設立して，コーディネータ

ー 33名と共に臓器移植の推進に努めています．初めての心臓移植が成功した 2年後には法

律の整備などをしながら 99年末までに 42件の心臓移植が行われてきましたが，移植術が成

功しても感染症や大気汚染によって予後が悪くなることもあり，生存率は決してよくありま

せん．

移植待機者数は年々増加しており，腎臓移植を待つ期間はまちまちで，およそ 2週間から

6年となっています．ドナー不足と長い待機期間の解決方法として，臓器提供センターが国

表 2 タイにおける臓器移植
死後の臓器提供者数

94 95 96 97 98 99 年

15 26 22 60 48 70 人

死後の臓器提供による移植数（94年～99年 Total）

腎臓 肝臓 心臓 心肺 肺 眼球

402 65 42 21 15 154 件
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の総ての施設を対象に，死後の腎臓および他の臓器の斡旋システムについて通達し協力を呼

びかけました．

タイでは，慢性的な人材不足と臓器売買に関するニュースが誤解を招き，臓器提供の数は

伸び悩んでいます．今後も，もちろん臓器売買の無い正しい移植医療の確立を目指します．」

さて，この情報から，少なくとも次の事実が明らかとなる．

①タイにおける臓器移植は比較的早く，1972年に始まっている．腎臓移植に始まり，心臓

・肝臓，肺・心肺同時移植と続く．

②心臓移植については，法律の整備とともに，臓器提供センターなど施設の設立と手術実績

も増加しつつある．

③死後の臓器提供者は，94年の 15人から 99年の 70人と 4.6倍に増加している．

④それでも移植希望の待機者数と待機期間は増え，「慢性的な人材（提供者）不足」の状況

にある．

この情報には臓器提供者は「死後提供」に関するデータに限られている．では生体臓器移

植はないのか．そのことを示すデータはない．だが，「臓器売買に関するニュースが誤解を

招き，臓器提供の数は伸び悩んでいます」という指摘はある．売買される臓器があることを

推定させる報告である．次節でマレーシアの事例を挙げて検討する．

また，法の整備は，腎臓に関する規定に限るのか，あるいは他の臓器全体に関する規定で

あろうか．仏教徒が多数を占める（推計全国民の約 95％）民族構成において，臓器移植と

いう行為と生命観，死後観，身体観をめぐる宗教倫理と法との関連，臓器売買という商行為

の受け止め方についての論議は，ここには示されていない．

さらに，もう一点，臓器移植に付随する「術後インフラ」，つまり社会的な衛生状況・衛

生観念の問題である．それは，上記の報告にも指摘されている「移植術が成功しても感染症

や大気汚染によって予後が悪くなること」であるが，その実態に関する報告は管見の限りで

はない．

5−2．マレーシアにおける臓器移植の現状（Digital Transplant vol.16.）

「〈マレーシア－国をあげて移植支援体制を構築－〉

マレーシアでは，75年にクアラルンプール病院で初めての腎臓移植が成功しました．そ

の後も近親者からの臓器提供による生体腎移植を中心に，腎移植が 700例以上行われてきま

したが，肝臓移植は 95年，心臓移植は 97年と，最近始められたばかりです．経験あるいは

施設は整っていますが，死後の臓器提供は少なく，98年末までに 43名の提供しかありませ

んでした．しかもそのうちの 2人は外国人でした．

腎移植に関しては，毎年，およそ 2000人の新しい患者が腎不全で待機リストに登録され

ています．移植待機中は透析治療を行いますが，費用と労働を維持することが難しく，大き
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な問題となっています．また，腎臓移植のための平均待機期間は 16年にもなります．

マレーシア透析センターの発表（99年）によると，クアラルンプール病院に通院する 8259

人の患者のうち 3442人は透析を受け，そのうち 2520人は死体間移植の待機リストに登録さ

れています．国全体としては，膨大な数にのぼります．

マレーシアにおける主な宗教では，究極の思いやりと博愛の行ないとして臓器移植を認め

ていますが，一般の人達の移植に関する誤った認識や文化的な考え方，否定的な考えが臓器

提供数の少なさや待機登録者の少ない原因となっています．

しかし，マレーシアは国を挙げて臓器移植を推進し始めています．マレーシア泌尿器科学

会がマレーシア臓器配分機構（MOSS）を設立し，健康省が移植調整委員会（NTCC）と 14

の組織・臓器提供チームを作ってサポート体制に入り，その大臣自身が支援運動のメンバー

にもなっています．また，臓器移植を受けた患者と家族，そして理解のある関係者が，透析

患者と移植を受けた患者の生活の質を向上させるためにグリーンリボン支援団体を設立して

います．ゆっくりではありますが確実に『いのちの贈り物』の認識が広まり，少しずつ死後

の臓器提供が増えてきています．」

以上の資料をもとに，マレーシアにおける臓器移植の現状について，タイと比較しつつ要

約する．

①マレーシアにおける臓器移植は，腎臓移植が 1975年に始まり，タイの 3年後である．だ

が，肝臓移植については，タイよりは 8年，心臓移植についてはタイよりは 10年も遅れて

いる．

②マレーシアでは，臓器移植については国家的事業として取り組んでいる．

③タイに比べて，死後移植よりも生体間移植が多いが，1991年から 1998年にかけて，移植

総数は半減，生体間移植は 4分の 1と経年的減少が顕著である．

④「移植に関する誤った認識」「文化的な考え方」「否定的な考え」が「臓器提供数の少なさ

や待機登録者数の少なさの原因」となっている．

⑤慢性的な待機者数と待機期間の大きさが問題となっている．

マレーシアはイスラーム教を国教としており，仏教国であるタイとは異なるが，イスラー

ム教における生命倫理や，来世観と臓器移植との関連についての論議は，定まっていない．

さらにまた，生体間移植の減少に対して，死後の臓器提供の増加が意味することは何か，そ

表 3 マレーシアにおける臓器移植

91 92 93 94 95 96 97 98 年

総移植数 113 113 132 197 99 136 111 68 件

死後の提供 1 6 13 22 36 94 77 43 件

生体間 112 107 119 175 63 42 34 25 件
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のことを，生命観の変化あるいは社会関係の変化との文脈からは論議されていない．

5−3．マレーシアにおける「移植ツーリズム」問題

これまで述べたのは，あくまでも政府が後押しをする「公的・合法的な」メディカル・ツ

ーリズムの一側面である．しかし，今日これらのメディカル・ツーリズムとほぼ同時並行的

に進行しているのは，腎臓をはじめ心臓，肺，肝臓などの臓器移植のための移植ツーリズム

（transplant tourism）である．現状では，臓器移植を目的とする海外での治療が必ずしも主流

であるとは言えないが，明らかに MT の重要な医療分野となっていることは事実である．

ただ，このツーリズムは，受療者側および提供者側に大きな問題を生じている．現地調査の

中で現れてくるいくつかの事例のうち，マレーシアにおける腎臓移植ツーリズムの状況を，

特集記事の具体的な事例から検証しておきたい．

以下は「臓器を得るには海外へ」と題する新聞の特集記事 FOCUS（Sunday Star, Malaysia,

1, August, 2010）を，筆者が要約した内容である．

事例 A は，48歳のマレーシア人男性である．二児の父親である A 氏は，数年来腎臓病

を患っており，週 3回，各 4時間人工透析を受け続けている．2010年時点で，マレーシア

では人工透析治療中の患者は，2万 1千人，その内 1万 1千人が腎臓移植待機中の患者であ

る．A 氏も 1万 1千人の一人であるが，問題は，A 氏が人工透析治療のため，持続的な業

務に就くことは困難であり，生活維持にも支障が生じていることだ．そのため，できるだけ

早く，海外での腎臓移植手術を切望している．

では，なぜ，海外での移植ツーリズムを希望するのか．

その背景には，マレーシアにおける「臓器移植に関する倫理コード」がある．それによれ

ば，現在，臓器移植の提供が可能な条件は以下の 3点に限られている．

①親族（両親，兄弟・姉妹，配偶者）

②「生涯移植（Life-related Transplant）」と呼ばれるボランティアの提供者（ドナー）．

③国が認定した死後臓器（DD＝Deceased Donor）

現況では，上記 3条件のどれかに合致する提供は，絶対的に不足しており，マレーシア国立

移植資源センター（NIRC）コーディネーター長のレラ・ヤスミン・マンスール医師によれ

ば，「臓器提供者（ドナー）は，140万人当たり一人であり」「サウディアラビアのような戒

律の厳しいイスラーム国家に比べてもずっと遅れている」．そのため，マレーシアでは，移

植希望者は 10～15年待機しなければならない．しかもその間，透析費用と就業制約の課題

が残る．

臓器提供不足と海外移植の関連については，専門医師による証言が裏付けとなる．マレー
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シア移植協会（Malaysian Society of Transplant）会長のハルジット・シン医師によれば，「マ

レーシア人の海外移植希望者は，国内での治療が受けられないためである」．

では，海外での臓器移植は安全かつ確実という保障はあるのか．この点に関しても，シン

医師は批判的である．

リスクの第一は，移植に伴う感染の危険性である．手術による HIV，肺炎などの感染症

に罹患するケースが多い．

リスクの第二は，術後治療の経費の大きさであり，合併症が発生しない場合でも，月に 3

千～4千リンギット（約 9～12万円）の治療費を定常的に必要とする．

移植ツーリズムは「ハイコスト・ハイリスク」であるとシン医師は警告し，海外における

マレーシア人の臓器移植ツーリズムには否定的である．同医師によれば，移植ツーリズムと

は「臓器を商品とし，その売買を是とする『移植コマーシャリズム』であり」「その背景に

は非合法の治療行為がある」と指摘する．

事例 B は，51歳のマレーシア人女性である．二児の母親である B さんは，育児のために

移植を受けることを家族から求めらた．1994年にインドで腎臓移植手術を受け，その費用

は，5万リンギット（約 150万円）であった．腎臓提供者は，娘の結婚資金を必要とするイ

ンド人男性であったが，彼の手に渡った金額は不明であるという．移植手術は結局失敗に終

わり，その後人工透析を受けざるを得ない状態にある．それでも，死後腎臓の移植よりも，

次は若い人からの生体腎臓移植を望んでいる．

事例 C は，移植患者の家族から移植ブローカーに転じた華人系マレーシア人男性である．

C 氏の兄弟で 41歳になる男性は，2008年に中国・広東省の一都市の病院で腎臓移植を受

けた．それは成功に終わるが，術前から術後の移植ツーリズムの過程で，C 氏は「移植ブロ

ーカー」に転身する．そのプロセスとは，2008年の時点では次のような内容である．

マレーシアの透析センターに，移植ツーリズム勧誘のパンフレット配布→移植を希望すれ

ば，中国での移植手術経験者から連絡→中国に渡航→中国のブローカーに連絡→術前に，広

東省の一都市で臓器適合性のチェック，臓器提供者と面談→その都市から車で 2時間の距離

にある別な医療機関で手術→術前・手術・術後の検査期間を含めて，2週間の滞在→その後

帰国．総経費は 18万リンギット（約 540万円）．

記事内容では，医療機関は素晴らしく，しかし治療はひそかに行われた．仲介者あるいは

情報提供者の患者への報酬は不明である．移植ツーリズムに関するネットワークが形成され

ていることが窺われ，こうしたインフォーマルなネットワークを通じて，移植が行われてい

るのが現実である．さらに，提供者の中国人は，20歳台の青年であり，彼らは，ラップト

ップの PC，携帯電話，その他の機器類を持っていて，決して貧困な状態にあるとは見受け
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られなかったという．

移植ビジネスは，すでにアジア各地で根を張りつつある．それはコマーシャリズムとして

の臓器売買の現実の姿でもある．こうした違法な移植ツーリズムに対する規制措置として，

2008年にトルコで「イスタンブール宣言」が決議された．それは，基本的には，臓器の密

売禁止及び違法な移植ツーリズムの禁止であり，戦略的には，臓器の合法的提供と移植に関

する倫理綱領である．その後，インドとパキスタンが宣言を受け入れ，違法な臓器売買禁止

は法制化された．しかし，実態としては不明であり，今日もなお，水面下での非合法な臓器

売買と移植治療が行われていると推定されている．

前出のレラ医師の言うように「移植の大半は，ドナーに依存している．潜在的にはドナー

は多い．しかし，実際には臓器を得ることが困難である」．

グローバル化の中での臓器の商品化とは，マレーシアに限った問題ではない．受療者側の

多くを占める経済先進国自体の課題でもある．（2011年 8月 31日）

追記

本稿の脱稿後，2012年 1月に『医療ツーリズム－アジア諸国の状況と日本への導入可能

性－』（羽生正宗著，慶応大学出版会）が刊行されたことを記しておく．
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図 1 “FOCUS”，SUNDAY STAR（Malaysia）, 1, August 2010
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図 2 “FOCUS”，SUNDAY STAR（Malaysia）, 1, August 2010
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